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議題及び会議の概要 下記のとおり 

 

会議次第 

１． 開会 

２． 市長あいさつ 

３． 委員委嘱状交付 

４． 委員自己紹介及び事務局紹介 

５． 会長・副会長の選任 

６． 協議事項 

議題１ 平成28年度介護保険事業の運営状況について  

 

 

事務局より説明 

(1) 要介護認定者数の状況 

(2) サービス利用者数の推移 



(3) 介護給付費の見込み 

(4)地域密着型サービスの日常生活圏域ごとの所在状況 

(5)財政調整基金の運営状況 

委  員 : 質問なし  

議題２ 地域密着型サービス事業所の指定及び指定更新等について 

 (1)地域密着型サービス事業所の指定及び指定更新等について（諮問事項） 

事務局より説明 

委  員：地域密着型通所介護が増えていく可能性が考えられるが、基準を満たしていれば、

無条件で指定されるのか。 

事務局：地域密着型サービスについては、基本的には基準を満たしていれば指定になる。た

だ、地域の類型のあり方とか、特定の圏域に集中していたり、事業所の囲い込みがあるとな

ると、運営協議会の意見をいただくようになる。平成３０年度介護保険改正の閣議決定で

は、地域密着型サービスにおいても、市町村で一定の制限を明文化するとのことである。 

委  員：県の権限の１９人以上の指定と、市の権限の１８人以下の指定が混在することにな

る。 

委  員：県と市の指定で、調整の問題もあると思うが、整合性はどうするのか。 

事務局：来年度の第７期介護保険事業計画策定において、市町村の介護保険事業計画と都道

府県の介護保険事業支援計画とは、整合性をとってすることになっている。 

 

(2)地域密着型サービス事業所の指定更新等について（報告事項） 

事務局より説明 

委  員 : 質問なし 

 

(3)地域密着型サービス事業所の廃止について（報告事項） 

事務局より説明 

委  員 : 質問なし 

その他 



 

 1. 地域包括的支援センター設置条例の一部改正について 

介護予防・日常生活支援総合事業について 

事務局より説明 

委  員 : 介護予防・日常生活支援総合事業が始まることにより、要介護認定は減るのか。 

事務局：要介護認定は主治医意見書がいるが、総合事業であれば、その分がチェックリスト

になるため、減ることはある。 

 

2. 介護老人福祉施設開設事業に係る進捗状況について 

事務局より説明 

委  員 : 質問なし 

その他 

委  員 :介護分野の人材は確保できるのか。市としての重点施策があれば教えてほしい。 

事務局：市としては、医療・保育・介護ともに人材不足という共通した問題があり、こども

課・保健推進課・高齢介護課の三課連携で人材確保の取り組みを行い検討している状況であ

る。その中で、事業所に対し人材確保のアンケートを行った結果、ある程度行政が音頭をと

り、合同での情報発信とか就職説明会をしてほしいとの要望が多くあった。次年度合同就職

説明会を予定している。 

従事しようとしている学生側にもアンケートを行ったが、その中で、学生が進路を決めた

のは、中高生の時が多かった。学生層にも職種や魅力をＰＲしていくため、具体的な方法を

検討している。  

閉会 

 


